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夢
殿
は
、
八
角
円
堂
の
建
物
で
、
本
尊
の
救
世
観
音
像
を
安
置
し
て
い
る
。

救
世
観
音
像
は
、
太
子
と
等
身
の
大
き
さ
と
さ
れ
て
お
り
、
秘
仏
と
な
っ
て
い
る
。

法
隆
寺
再
建
非
再
建
論
争

現
存
す
る
法
隆
寺
の
西
院
伽
藍
に
つ
い
て
は
、
金
堂
、
五
重
塔
、
中
門
、
回

廊
の
建
立
年
代
を
め
ぐ
っ
て
、
か
つ
て
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

『
日
本
書
紀
』
天
智
天
皇
九
年
（
六
七
〇
）
四
月
条
に
は
、
法
隆
寺
は
、
一
屋

も
残
る
こ
と
な
く
罹
災
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
伽
藍
は
火
災
に
よ
っ
て

焼
失
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
記
事
を
肯
定
す
る
と
、
現
存
す
る
西

院
伽
藍
の
建
立
年
代
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
七
世
紀
初
頭
に
お
い

て
、
聖
徳
太
子
が
西
院
伽
藍
を
創
建
し
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
現
在
に
至
っ
た
も

の
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
天
智
天
皇
九
年
四
月
に
西
院
伽
藍
が
焼
失
し
て
、

そ
の
あ
と
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
を
め
ぐ
っ
て
、
論
争
が
な
さ
れ
た
。

非
再
建
説
は
、
関
野
貞
、
平
子
鐸
嶺
ら
の
建
築
や
美
術
を
専
門
と
す
る
研
究

者
た
ち
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
。

『
日
本
書
紀
』
は
、
法
隆
寺
（
斑
鳩
寺
）
の
創
建
時
期
に
つ
い
て
記
し
て
い
な

図3　法隆寺　夢殿図4　法隆寺　絵殿、舎利殿
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と
万
人
の
幸
福
を
祈
願
し
ま
し
た
」（
太
郎
坊
阿
賀
神
社
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
よ
り
引
用
）
と
、
太
子
と
の
関
係
を
説
明
し
て
い
る
。

（
4
）
仏
堂

神
社
に
限
定
さ
れ
ず
、
聖
徳
太
子
そ
の
も
の
を
祀
る
場
は
、
ほ
か
に

も
全
国
的
に
数
多
く
あ
る
。

都
内
の
寺
院
に
あ
る
仏
堂
と
し
て
は
、
源
証
寺
（
足
立
区
入
谷
に
所
在

す
る
）
の
太
子
堂
、
明
福
寺
（
江
戸
川
区
江
戸
川
）
の
太
子
堂
、
南
蔵
院

（
葛
飾
区
東
水
元
）
の
太
子
堂
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
高
輪
神

図24　平間寺　聖徳太子堂

社
（
港
区
高
輪
に
所
在
）
に
も
太
子
堂
が
あ
る
が
、
こ
の
太
子
堂
は
、
廃
寺
と
な
っ
た
常
照
寺
の
太
子
堂
を
受
け
継

い
だ
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
都
内
近
郊
の
平
間
寺
（
川
崎
大
師
、
神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
大
師
町
）
に
も
、
聖
徳
太
子
堂
が
あ
る
（
図
24
）。

聖
徳
太
子
の
威
徳
を
た
た
え
る
た
め
、
太
子
の
正
忌
日
に
あ
た
る
二
月
二
十
二
日
に
、
年
祭
法
要
を
毎
年
お
こ

な
っ
て
い
る
。
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